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釧路都心部まちづくり計画  【事業構想編 】 
( 概  要  版 ) 

釧路都心部まちづくり計画【事業構想編】とは     

　釧路都心部まちづくり計画は、【基本構想編】と【事業構想編】の二部構成からなるもの
で、【基本構想編】は都心部の将来の望ましい姿とその実現に向けた方向性及び施策の考え
方を示すものとして、2018  (平成30) 年度に策定しました。
　【事業構想編】は、【基本構想編】で示す釧路駅周辺(ゲートウェイ)や、北大通や共栄新
橋大通など(にぎわい交流ゾーン)に着目し、鉄道施設、新たな道路ネットワーク、土地区画
整理の３つの柱からなる事業構想として位置付けます。

　この計画は、「釧路市まちづくり基本構想」「釧路市都市計画マスタープラン」「釧路市
立地適正化計画」を上位計画とし、他の関連計画との整合を図ります。
　また、特に関連性が高い「釧路市地域公共交通網形成計画・再編実施計画」「都心部地区
交通戦略」とは、整合・調整を図るものとします。



２

釧路都心部まちづくり計画【事業構想編】の基本方針     

　【事業構想編】は、鉄道施設、道路ネットワーク、土地区画整理の３つの柱からなるものです。

　【基本構想編】における都心部まちづくりの基本理念やゾーニングの基本的な考え方を踏まえ
「人と公共交通が主役」「人々が憩い楽しむシンボル軸となる空間」をキーワードに、基本方針
  を定めます。

 
 

 

 



３

釧路都心部まちづくり計画【事業構想編】の基本方針     

 

 

昼間人口 
約21,400人 

夜間人口
約9,600人
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　ここでは、基本方針を定める上での市の考え方を、計画本編から抜粋して記載しています。
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釧路都心部まちづくり計画【事業構想編】の基本方針     



５

将来の釧路駅周辺の姿と都心部交通ネットワーク     

　【事業構想編】の基本方針に基づく、
将来の釧路駅周辺（ゲートウェイ）な
どのイメージ図を示します。
　
　今後、各関係機関と施設の利活用方
針について協議を行い、施設整備の具
体化に向けた検討を進めます。

 

 

 

 

市民や来訪者が憩い
楽しめる広場空間 

バスターミナルや
待合所のイメージ 

乗継が便利な
交通結節点配置 

一般車駐車場・車寄せ
タクシー乗降場のイメージ 

 
市民による広場の利活用イメージ 

広場と一体となった建物のイメージ 

駅と北大通
をつなぐ
遊歩道

駅からの景観イメージ
（花時計を望む）

公共交通（
バス）専用

道路



将来の釧路駅周辺の姿と都心部交通ネットワーク     

将来の都心部交通ネットワーク

６



７

　釧路駅周辺（ゲートウェイ）の空間再編、交通再編や機能配置について、市民、民間
事業者と連携して検討を進めます。

釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備に向けて     

①基本的な考え方

 



８

　以下のコンセプトに基づき、釧路駅周辺（ゲートウェイ）への導入機能の検討を進め、
釧路駅周辺（ゲートウェイ）の拠点づくりを進めます。

釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備に向けて     

②導入機能の検討に向けたコンセプト

 

 

 

  
  

  
 

 
  



９

③駅前広場再整備の方針
　コンセプトに基づく各種機能配置を考慮しながら、現状の釧路駅・駅前広場（バスターミ
ナル等）の利用特性や市民ニーズ等を踏まえた駅前広場再整備の方針を整理します。
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　釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備に向けた基本的な考え方を踏まえ、道路基盤、交通
結節機能、土地利用に関する方針を整理します。

釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備に向けて     
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釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備に向けて     
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　北大通や共栄新橋大通など（にぎわい交流ゾーン）は、「都心部地区交通戦略」に
基づき、市民、民間事業者と連携して活性化に向けた検討を進めます。

北大通や共栄新橋大通など  (にぎわい交流ゾーン)   の活性化に向けて   
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北大通～共栄新橋大通など  (にぎわい交流ゾーン)   の活性化に向けて   

 

 

 

  



15

 
 
 
 



16

釧　路　市

　鉄道高架事業は、北海道や鉄道事業者と連携・調整を図りながら、概ね最短で８年後の事業着
手を目指します。
　また、街路整備事業(都心部交通ネットワーク)は、鉄道高架事業と調整を図り、各道路管理者
などと協議を進め、高架事業と同様に概ね最短で８年後の事業着手を目指します。
　土地区画整理事業は公共用地や鉄道用地の再編を基本とし、また、民間事業者との対話（サウ
ンディング調査）による導入機能の検討を進め、公共の土地区画整理事業と民間事業者の開発に
より釧路駅周辺（ゲートウェイ）の再整備を目指します。

都心部まちづくりの施策展開に向けて   

釧路都心部まちづくり計画【事業構想編】（概要版）
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